
 

② 給付券に何も記入せず、申請時に使用した印鑑を押印し、給付券のみ

を業者へ郵送して下さい。 

① 申請から約１週間〜１か月後に、次の２枚を申請者様宛にお送りします。 
●日常生活用具給付決定通知書 

●日常生活用具給付券 


